
基本課題１　男女共同参画を推進する教育・学習の充実（課題１～３）

課題１　学校等における男女平等の精神をはぐくむ教育の充実

Ｎｏ 施　　策 事　業　名 担当課等 実施計画内容 実施状況 問題点、課題等 担当課
評価 地域振興課所見

社会福祉課

指導計画を策定した。
各保育所において、遊びの
際に男女別にグループ分
けをしないこと、行事の役割
分担の際に男女を区別した
決定をしないことなどに配
慮して保育を実施した。

保育において、男
女で差別的な指導
をしないことは、も
はや当たり前という
認識があり、施策
あるいは事業につ
いて見直す必要が
ある。 A

なし 「問題点、課題等」
欄の記載が多くなっ
ているということは、
少しは職員の認識
は上がっているので
はないか

A

学校教育課

指導計画を策定した。
南幼稚園訪問の際に、公開
授業等を通して、男女平等
の視点を入れて、活動を行
うこと等を指導した。

今後も、男女平等
の視点を入れて、
教育活動を行うよう
指導していく。

Ａ

なし

A

2

保育所、幼稚園
等の教材・保護
者へのたよりなど
について男女共
同参画の視点か
らの点検

保育所、幼稚園
だより等の点検

社会福祉課

保育所、幼稚園で購入する教
材や毎月発行する各保育所の
おたよりの中で、男女の性差を
意識させるものがないかどうか
点検する。

次の点に留意しておたより
を作成・配布している。
（１）当該月のお誕生日の子
どもの名前を掲載する際
に、「くん」、
「さん」の使い分けをせずに
「さん」で統一している。
（２）男女の既成概念を想像
させないような表現にしてい
る。
（３）父親も一緒に夫婦そ
ろって保育所の行事に参加
してもらえるよう啓発してい
る。

保育所だよりによ
る行事等の周知に
ついて、多くの保
育所においては、
「ご家族おそろい
でお越しください」
という文面により案
内しており、男女を
意識させない表現
であった。
　なお、ひとり親家
庭の児童もいるこ
とから、男女意識
以上に、父・母を
意識させない表現
への配慮も行って
いる。

Ａ

なし

A

保育所、幼稚園
の指導計画策定

各保育所、幼稚園で、毎年度
始めに指導計画等を定める際
に、男女平等の観点を視野に
入れ策定する。

審議会の意見・評価

1

保育所、幼稚園
等の指導計画及
び研修計画の点
検、実施

1



2

保育所、幼稚園
等の教材・保護
者へのたよりなど
について男女共
同参画の視点か
らの点検

保育所、幼稚園
だより等の点検

学校教育課

幼稚園で発行されるおたよ
りをもとに、男女平等の視点
について点検を行ったが、
特に改善点はなかった。

幼稚園で発行して
いるおたよりを点
検しているが、とく
に性差を意識した
内容はなかった
が、今後も、園だよ
り等の発行につい
ては継続して点検
していく。

Ａ

なし

A

社会福祉課

各保育所の職員会議におい
て、男女の性差別的な事例が
なかったかどうか話し合う機会
を設ける。

職員会議や職員間の話合
いの中で、事例が生じたと
きに話題にしており、性差
別的な扱いしないことの意
識啓発が徹底されている。
　その例として、多くの保育
所において、子どもたちが
使用する教材の色は、子ど
もたち自身の好みで判断さ
せ、決めさせている。

Ａ

なし

A

学校教育課

幼稚園教諭研修会（１月21日）
を通して男女平等の意識を高
めるため、意見交換の場を設
ける。

【計画変更：内容変更】
幼保小連携教育研修会を１
１月１６日に実施し、男女平
等等の視点からも教育活動
に関わる指導者に指導し
た。７４名参加

幼保小連携教育
研究会の中で、男
女平等等の視点を
入れた教育活動に
ついて今後とも継
続して研究する。

Ａ

なし

A

4

小中学校の指導
計画について男
女共同参画の視
点からの見直し

男女平等教育の
実践活動への支
援

学校教育課

学校訪問を通して実践例など
を紹介しながら、現状と取組み
について指導・助言する。

学校訪問を通して道徳や保
健体育等の学習と関連させ
ながら、男女平等の視点で
指導した。

各学校において
は、男女平等の視
点での指導が充実
しており、継続して
学校訪問をとおし
て指導を行ってい
く。

Ａ

なし

A

3

保育士及び幼稚
園教諭の意識の
啓発

保育士及び幼稚
園教諭の意識の
啓発
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男女混合名簿の
導入

栄中学校、下田中学校での男
女混合名簿の導入を図る。

７月に完全に導入した。

Ａ

導入が全市で
完了し、施策が
達成された。

・導入後の変化も把
握する必要なあるの
ではないか
・そもそも何故名簿
を導入されたのかの
意味が理解されて
いるかを確認する必
要があるのではない
か

A

男女平等の視点
に立った進路指
導の推進

男女の別なく進路指導がされ
るよう、学校訪問を通して助言
する。

学校訪問を通して、男女平
等の視点から、進路指導が
なされるよう指導、助言し
た。

今後も継続して指
導、助言を行って
いく。

Ａ

なし

A

6

小中学校教職
員、事務員等の
研修の充実

研修会への派遣

学校教育課

県等で実施の研修会等の情報
提供をし、積極的に派遣するよ
う学校訪問を通して働きかけ
る。

・県と市が共催で、８月に同
和教育研修会を実施し、７０
名余りの参加を得た。講師：
義務教育課職員（心構え、
差別とはなど基本から実践
まで）
　・８月に県同和教育研究
協議会が主催の研究会へ
の参加を呼びかけ、４５名の
参加を得た。（分科会での
事例研究）

来年度においても
同様の研修を行
い、人権教育をと
おして男女共同参
画を進めていきた
い。

Ａ

来年度は、他課
も参加できるよう
検討してはどう
か。

事例研究の内容確
認と、男女共同参画
の視点の内容の提
案を是非して欲し
い。教職員は「男女
共同参画を表に出
さないで欲しい」と
いった意識がまだあ
る。県の男女共同参
画担当課に対し、教
職員の意識改革を
働きかけて欲しい。

A

課題２　男女共同参画意識を高める様々な学習機会の提供

Ｎｏ 施　　策 事　業　名 担当課等 実施計画内容 実施状況 問題点、課題等 担当課
評価 地域振興課所見

7

男女共同参画意
識の普及

男女共同参画に
関係するセミ
ナー受講者への
男女共同参画意
識の普及

生涯学習課
（公民館含）

対象：セミナー受講者
時期：通年
内容：男女共同参画意識を高
める講義をセミナーの開始前
に組入れる。
１０回

1３回
（「妊娠期子育て講座」「子
育てサポーター養成講座」
「男の料理教室」「勤労青少
年ホーム青年委員会」など）
（延べ２９２名：男性１０９名
女性１８３名）

A

来年度も、より
多くの回数を目
標にしてはどう
か。

土、日、祝日や夜間
などの時間帯も配
慮して訪問してはど
うか。

A

審議会の意見・評価

5

男女平等感に
立った教育的配
慮

学校教育課
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8

学習参加者の市
民活動への参画
の支援

市民活動団体に
関する情報の提
供

地域振興課

セミナー等の受講者が市民活
動につなげていけるよう情報の
提供等の支援をするとともに、
セミナー受講後、アンケートを
行い市民活動へ参画している
かを3ヵ月後に調査する。

６月、７月に開催したセミ
ナー受講者に受講後のア
ンケートを実施したところ、6
月に実施した女性の人材
育成（入門編）講座受講者
の中から、地域活動に参加
するようになった人が5人中
1人いた。
12月に実施した講座につい
ては、アンケート実施し、集
計中。

今後もアンケートを
実施し、受講後も
支援していく。

Ａ

なし

A

課題３　メディアにおける男女共同参画の推進

Ｎｏ 施　　策 事　業　名 担当課等 実施計画内容 実施状況 問題点、課題等 担当課
評価 地域振興課所見

9

メディアを読み
解き発信する能
力の育成

「メディアリテラ
シー講座」の実
施

地域振興課

対象：市民
時期：７月（全2回：平日夜開
催）
内容：報道機関関係者と共に
企画する、メディアを読み解き
発信する能力の育成のためセ
ミナーを開催する。
20名
また、開催した講座についてコ
ミュニティFMで周知する。
コミュニティFM－年１回

「やってみよう！メディア・ウ
オッチング」
～見て　気づいて　それか
ら・・・～
対象：市民
時期：７月１３，２７日
内容：メディアを読み解き発
信する能力の育成のためセ
ミナーを開催した。
受講者　６名
また、開催した講座につい
てコミュニティFMで8/9に周
知した。

受講者が目標人
数を大幅に下回っ
た。
市民には取っつき
にくい分野なの
で、単独講座形式
は集客が難しい。
よって、別の講座
の１コマに組み入
れたり、出前トーク
の中で啓発したり
と単独講座以外の
形式を検討する。

Ｃ

講座名の言い回し
を考え直してはどう
か、「メディア」という
と敷居が高い。
チラシの構成も良く
ない、見出しやイラ
ストを工夫したり、身
近に感じられるよう
に作ってはどうか。
別の講座に組み入
れる場合は、目的が
ぼやけないような配
慮が必要。

C
（講座の受講
者が定員に
満たなかった
ことや周知に
ついて改善
するように）

10

市の作成する広
報誌・出版物等
における性差別
につながらない
表現の推進

男女共同参画の
視点からの広報
の手引き書の作
成 地域振興課

三条市の「三条市広報マニュ
アル」のなかに、男女共同参画
の視点からのガイドラインを作
成する。

「三条市広報マニュアル」を
作成しなかった。

三条市の広報マ
ニュアルとして発
行するよりも、男女
共同参画担当から
周知していくことを
検討していく

Ｃ

なし

C

審議会の意見・評価
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